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　日に日に日暮れが早まり、寒さが増し火を使用する事が多くなる時季になりました。

　今年も１０月１５日（金）から３１日（日）までの１７日間にわたって  ����������	
���
��を統
一標語に、秋の火災予防運動が全道一斉に展開されます。
　一歩間違えば、大切な家や財産ばかりでなく尊い命までも奪ってしまう『火』。家族一人ひとりが、安心して暮ら
せるよう日頃から注意をお願いします。
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　この運動は、火災が発生しやすい気候となる時季を迎えるにあたり、住民のみなさんに火災予防の意識を一層
高めていただいくことにより火災の発生を防止し、火災から尊い生命と貴重な財産を守ることを目的としています。

　�住宅防火対策の推進（住宅用火災警報器の設置義務）
　�特定防火対象物等における防火安全対策の徹底（消防用設備等の管理点検の徹底）
　�地域における防火安全体制の充実（防火ポスターの掲示、火災予防の呼び掛け）
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　小清水消防団と小清水分署では、下記のとおり各種行事を行いますのでご協力をお願いします。
　�予 防 広 報　・消防団による防火パレードの実施（１０月１５日（金））
　　　　　　　　　  広報車による夜間啓発（火災予防期間中の午後８時から、小清水、止別、浜小清水の各地区）
　�消防訓練等　・各種団体、自治会等からの要望がありましたら指導に伺います。　
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�講習日時　　平成22年10月26日（火）・27日（水）の2日間　　9時30分～16時30分
�講習場所　　斜里町公民館「ゆめホール知床」　会議室1
�受付期間　　平成22年10月1日（金）～平成22年10月15日（金）
�講習費用　　講習にかかる費用（テキスト代等）として、4,000円が必要となります。
�受講人員　　定員60名（最低人員20名）
�受講申請書　　斜里地区消防組合消防本部、消防署小清水分署・清里分署・ウトロ分署にあります。
�提　出　先　　〒099－4113　斜里町本町14番地3
　　　　　　　　斜里地区消防組合消防本部予防課予防係　� 0152（23）2435
【お問い合わせ先】
　斜里地区消防組合消防署小清水分署予防・危険物係　�（62）2851

　道路勾配緩和工事のため右記区間の町道が通行止めに
なっております。
　長期間ご迷惑をおかけ致しますが、他の路線をご利用下
さいますようご協力をお願いします。
�通行止めとなる路線
　町道19線10号～11号間（右図のとおり）
�通行止め期間
　平成22年12月10日（予定）
【お問い合わせ先】
　建設課建設係　�（62）4475
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■編　集　議会報編集特別委員会
■委員長　遠藤 満夫　　■副委員長　下平 正吾
■委　員　原田 和幸、林 幸雄、�橋 隆文、八木 勝正

皆さんのご意見・ご感想をお待ちしております。
� ０９９－３６９８
斜里郡小清水町字小清水２１７番地
電話　（６２）4477　事務局直通
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ま
た
、
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ

る
生
ご
み
の
堆
肥
化
業
務
を

行
う
旭
の
下
山
産
業
堆
肥
場

に
お
い
て
、
下
山
社
長
か
ら
堆

肥
化
業
務
に
つ
い
て
の
説
明

を
受
け
ま
し
た
。

　

二
点
目
の
環
境
衛
生
及
び

公
害
に
つ
い
て
は
、
建
物
の
老

朽
化
に
よ
り
屋
根
な
ど
の
飛

散
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
町

内
の
該
当
物
件
を
確
認
し
ま

し
た
。

　

い
ず
れ
も
、
個
人
の
財
産
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
飛
散
事
故
の

未
然
対
策
な
ど
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
慎
重

に
検
討
す
べ
き
の
意
見
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

　
　

経
済
厚
生
常
任
委
員
会

　

は
６
月
定
例
町
議
会
後
の

　

所
管
事
務
調
査
と
し
て
、　

　

次
の
２
点
に
つ
い
て
委
員

　

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

【
調
査
項
目
】

①
農
作
物
の
作
況
に
つ
い
て

②
公
営
住
宅
の
状
況
に
つ
い

て
　

農
作
物
の
作
況
に
つ
い
て

は
、
７
月　

日
、
網
走
農
業
改

２２

良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の

方
か
ら
、
生
育
状
況
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
た
後
、
町
内
、

３
カ
所
の
圃
場
に
お
い
て
、

小
麦
（
き
た
ほ
な
み
・
ホ
ク
シ

ン
）
及
び
大
豆
の
状
況
を
調
査

し
ま
し
た
。

　

次
に
二
点
目
の
公
営
住
宅

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
８
月

　

日
、
担
当
の
職
員
か
ら
入

１２居
状
況
や
住
宅
の
修
繕
箇
所

等
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

△町内圃場（小麦）での作況調査△町内圃場（小麦）での作況調査

　

公
営
住
宅
の
今
後
に
つ
い

て
は
、
桜
ヶ
丘
（
一
区
桜
ヶ

丘
）
及
び
緑
が
丘
団
地
（
十

一
区
）
に
入
居
し
て
い
る

方
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
、
公
営
住
宅
の
長
寿

命
化
に
向
け
て
意
見
を
反
映

さ
せ
て
い
き
た
い
と
の
説
明

を
受
け
ま
し
た
。
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総
務
文
教
常
任
委
員
会

　

は
６
月
定
例
町
議
会
後
の

　

所
管
事
務
調
査
と
し
て
、　

　

次
の
2
点
に
つ
い
て
委
員

　

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

【
調
査
項
目
】

①
ご
み
処
理
に
つ
い
て

②
環
境
衛
生
及
び
公
害
に
つ

い
て

　　

一
点
目
の
、
ご
み
処
理
に

つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
最

終
処
分
施
設
に
お
い
て
「
破
砕

機
」
の
稼
働
状
況
や
機
械
の
状

態
に
つ
い
て
、
施
設
を
管
理

す
る
（
有
）
小
清
水
環
境
セ
ン

タ
ー
の
片
岡
社
長
よ
り
説
明

を
受
け
ま
し
た
。

　

破
砕
機
は
、
主
に
木
の
枝

や
、
粗
大
ご
み
を
細
か
く
砕

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ご
み
の

嵩
を
減
ら
し
埋
め
立
て
量
の

減
少
（
処
分
場
の
延
命
）
を
図

る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
大
型

機
械
で
す
。

　

△処分場（破砕機）の現地調査△処分場（破砕機）の現地調査


